
持続的畜産経営推進事業費補助金交付要領 

制定 令和５(2023)年４月３日 畜振第81号  

一部改正 令和６(2024)年４月１日 畜振第60号  

 

（趣旨） 

第１条 県の交付する持続的畜産経営推進事業費補助金については、持続的畜産経営推進事業実

施要領（令和５(2023)年４月３日付け畜振第82号。以下「実施要領」という。）栃木県補助金等

交付規則（昭和36年栃木県規則第33号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要

領の定めるところによる。 

 

（交付の目的等） 

第２条 この要領により実施する補助金の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容、

その交付率及び交付の相手方は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。 

 

（交付の申請） 

第３条 補助金の交付を受けようとする者が、規則第４条の規定により提出する書類は、次の表

に定めるところによる。 

補助金
の名称 

提出すべき申
請書の名称 

様式 
部
数 

申請書に添付す
べき書類の名称 

様式 
部
数 

提出期限 

持続的
畜産経
営推進
事業費
補助金 

持続的畜産経
営推進事業費
補助金交付申
請書 

規則の
別記様
式第１ 

２ １ 事業計画書 
 
 
２ 収支予算書 
※堆肥流通広域
化事業は提出
不要 

別記様
式第１
号 
別記様
式第２
号 

１ 
 
 
１ 

農業振興事
務所長が別
に定める日 

 

（補助条件） 

第４条 規則第６条の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更又は補助事業の内容の変更（第６条の軽微な変更を除

く。）をする場合においては、農業振興事務所長の承認を受けること。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、農業振興事務所長の承認を受けること。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合にお

いては速やかに農業振興事務所長に報告し、その指示を受けること。 

(4) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど事業主体が定

める契約手続（事業主体に定めがない場合は、市町村又は県が定める契約手続に準拠しなけ

ればならない。）により取り扱わなければならない。ただし、一般の競争に付することが困

難又は不適当である場合は、指名競争又は随意契約（原則３者以上から見積を徴収）を

することができる。 



 

（経費流用の禁止） 

第５条 別表の交付の対象である事務又は事業の内容の欄に掲げる経費の相互間における流用を

してはならない。 

 

（軽微な変更） 

第６条 第４条第１号における軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。 

(1) 事業の中止又は廃止 

(2) 事業主体の変更 

(3) 事業費の30パーセント以上の増減又は補助金の増額 

(4) 農業振興事務所長が重要と認める変更 

 

（変更の承認） 

第７条 第４条第１号の規定に基づく農業振興事務所長の承認を受けようとする場合には、変更

承認申請書（別記様式第３号）に変更の内容及び理由を記載した書類を添付して農業振興事務

所長に提出しなければならない。 

 

（状況報告） 

第８条 規則第11条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。 

補助金
の名称 

提出すべき報
告書の名称 

様式 
部
数 

報告書に添付す
べき書類の名称 

様式 
部
数 

提出期限 

持続的
畜産経
営推進
事業費
補助金 

持続的畜産経
営推進事業状
況報告書 

規則の
別記様
式第２ 

２ １ 状況報告書 別記様
式第４
号 

１ 農業振興事
務所長が別
に定める日 

 

（実績報告） 

第９条 規則第13条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。 

 なお、農業振興事務所長は、実績報告書が提出され内容が適当と認められる場合には、速やか

に１部を知事宛て送付するものとする。 

 

 

補助金
の名称 

提出すべき報
告書の名称 

様式 
部
数 

報告書に添付す
べき書類の名称 

様式 
部
数 

提出期限 

持続的
畜産経
営推進
事業費
補助金 

持続的畜産経
営推進事業実
績報告書 

規則の
別記様
式第２ 

２ １ 事業実績書 
 
 
２ 収支精算書 
※堆肥流通広域
化事業は提出
不要 

別記様
式第１
号 
別記様
式第２
号 

２ 
 
 
２ 

農業振興事
務所長が別
に定める日 



（補助金の請求） 

第10条 規則第18条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。 

補助金
の名称 

提出すべき請
求書の名称 

様式 
部
数 

請求書に添付す
べき書類の名称 

部
数 

提出期限 

持続的
畜産経
営推進
事業費
補助金 

持続的畜産経
営推進事業費
補助金交付請
求書 

規則の
別記様
式第４ 

２ １ 交付決定通
知書の写し 

２ 額の確定通
知書の写し 

１ 
 
１ 
 

農業振興事
務所長が別
に定める日 

 

（財産処分の制限期間） 

第11条 規則第24条第１項ただし書の規定による財産処分の制限をする期間は、減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。）に定めら

れている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間（ただし、大

蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間。）とする。 

 

（財産処分を制限する機械及び器具） 

第12条 規則第24条第１項第２号の規定による財産は、１件当たりの取得価格又は効用の増加価

格が50万円以上の機械及び器具とする。 

 

（帳簿の備付等） 

第13条 規則第23条に定める帳簿及び証拠書類の保管の期間は補助事業終了の年度の翌年度か

ら起算して５年間とする。ただし、前条に規定する処分制限期間を経過しない場合においては

財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管しなければならない。 

 

 

附 則（令和５(2023)年４月３日付け畜振第81号） 

１ この要領は、令和５(2023)年度分の補助金から実施する。 

２ この要領は、令和８(2026)年３月31日をもってその効力を失う。 

 

附 則（令和６(2024)年４月１日 畜振第 60 号） 

１ この通知は、令和６(2024)年４月１日から施行する。 

２ ただし、令和６(2024)年４月１日以前に交付決定を受けた事業については、改正前の規定に

より行うものとする。 

 



別表 

※｢飼料生産組織｣とは、栃木県コントラクター協議会に属する組織を指す。 

補 助 金

の 名 称 

補助金の

交付目的 
交付の対象である事務又は事業の内容 交付率 交付の相手方 

持 続 的

畜 産 経

営 推 進

事 業 費

補 助 金 

畜産経営

の持続的

な発展を

図 る た

め、耕畜

連携の強

化による

自給飼料

の増産や

堆肥の有

効活用を

推進する

とともに

畜産経営

に起因す

る臭気の

低減対策

を支援す

る。 

１ 耕畜連携推進総合対策事業   

 (1)飼料生産担い手確保推進事業 

農地所有適格法人、集落営農組

織、飼料生産組織、耕種農家を含む

２者以上で構成される組織が、持続

的畜産経営推進事業実施要領（以

下、「実施要領」という。）に基づき

行う飼料生産担い手確保推進事業

に要する経費 

２分の１以内 農地所有適格法人 

集落営農組織 

飼料生産組織※ 

耕種農家を含む２者

以上で構成される組

織 

(2)耕畜連携推進機械導入支援事業 

農地所有適格法人、集落営農組

織、飼料生産組織、耕種農家を含む

２者以上で構成される組織、市町

が、実施要領に基づき行う、耕畜連

携推進機械導入支援事業に要する

経費 

３分の１以内 

ただし、補助

上限 4,000 千

円とする 

市町 

農地所有適格法人 

集落営農組織 

飼料生産組織※ 

耕種農家を含む２者

以上で構成される組

織 

(3)堆肥流通広域化事業 

農地所有適格法人、飼料生産組

織、生産者団体、畜産農家を含む２

者以上で構成される組織が実施要

領に基づき行う、堆肥流通の広域化

に要する経費 

定額（2,000 円

/t） 

ただし、補助

上限 800 千円

とする 

農地所有適格法人 

飼料生産組織 

生産者団体 

畜産農家を含む２者

以上で構成される組

織 

 (4)堆肥センター機能強化事業 

市町が実施要領に基づき行う、堆

肥センターの機能強化等に要する

経費 

２分の１以内 市町 

２ 臭気低減対策モデル事業 

畜産農家と関係する団体等で構成さ

れる組織が、実施要領に基づき行う臭

気低減対策モデル事業に要する経費 

２分の１以内 畜産農家と関係する

団体等で構成される

組織 


